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令和７年度福祉のまちづくり推進助成事業実施要綱 

 

１ 主旨 

  この要綱は、社会福祉法人尾張旭市社会福祉協議会（以下「本会」という。）が行

う、令和７年度福祉のまちづくり推進助成事業について必要な事項を定める。 

 

２ 目的 

この事業は、地域住民が主体的に取り組む福祉活動を支援し、その活性化を図るこ

と及び地域住民自らが率先して展開する活動に対し、共同募金の財源を活用すること

で、その使いみちの明確化を図り、共同募金への理解を深めることを目的とする。 

 

３ 助成対象団体 

  助成対象団体は、尾張旭市内で福祉的な活動を行う法人格を持たない非営利の団体

とする。ただし、次の団体を除く。 

⑴ 活動の目的及び内容が、宗教的、思想的及び政治的な宣伝を意図する団体 

 ⑵ 構成員が５人未満の団体 

 ⑶ 反社会勢力と関係のある団体 

 

４ 助成対象事業 

助成対象事業は、７月１日（火）から令和８年３月３１日（火）までに尾張旭市内

で実施する地域福祉活動事業とする。ただし、次に定める事業を除く。 

⑴ 障害者総合支援法及び介護保険法にかかる事業 

⑵ 営利を目的とする事業 

⑶ 活動の目的及び内容が、宗教的、思想的及び政治的な宣伝を意図する事業 

⑷ 事業内容が同一と判断される事業について、本会及び尾張旭市の助成を過去に３

回受けた事業 

⑸ 本年度中に他の助成を受けている、又は受ける予定のある事業 

⑹ 反社会勢力と関係のある事業 

⑺ その他、本会の定める事業として不適当と認められるもの 

 

５ 助成対象経費 

助成対象経費は、事業に必要な経費とし、資材（備品は必要最小限のもの）の購入

経費も対象とする。ただし、次に定める経費を除く。 

⑴ 団体所属会員の互助、又はそれに類する目的にかかる経費 

⑵ 人件費、家賃、光熱水費、通信費等の団体運営にかかる経費 

⑶ その他、事業経費として不適当と認められるもの 

 

６ 助成金額 

  助成金額の総額は３２万円とし、１団体あたりの助成上限額は８万円とする。 

 

７ 募集方法 

募集は、社協だより及び本会ホームページにより行うとともに、尾張旭市の発行す

る広報おわりあさひへ掲載を依頼する。 
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８ 申請方法等 

助成を受けようとする団体は、５月１６日（金）までに助成金交付申請書（第１号

様式）を本会会長に提出するものとする。 

 

９ 審査方法 

⑴ 第１次審査は、本会事務局において書類選考で行う。 

⑵ 第２次審査は、公開プレゼンテーションによる審査会を行い、助成を申請した団

体（以下「申請団体」という。）は、その審査会に参加しなければならない。なお、

公開プレゼンテーション審査会は、６月７日（土）午前１０時から尾張旭市渋川福

祉センターで開催する。 

 

10 審査委員及び審査会 

  審査委員は、次の各号に掲げる者で構成し、審査会を行う。 

⑴ 学識経験者 

⑵ 共同募金委員会の運営委員 

⑶ 本会関係者 

⑷ その他本会会長が認めた者 

 

11 審査結果通知及び助成決定通知 

 ⑴ 第１次審査の結果は、本会会長が５月２６日（月）までに第１次審査結果通知書 

（第２号様式）により申請団体に通知する。 

 ⑵ 第２次審査の結果は、公開プレゼンテーション審査会の会場にて公表するととも 

に、本会会長が申請団体に助成金交付決定通知書（第３号様式）により通知する。 

 

12 助成金の交付 

  助成が決定された団体は、助成金請求書（第４号様式）により、本会会長に助成金

を請求する。本会会長は、助成金の請求があった団体に対して速やかに助成金を交付

する。 

 

13 事業報告 

  助成金の交付を受けた団体は、当該事業が完了したときは、助成金使途報告書（第

５号様式）により、本会会長に対して１０日以内かつ令和８年４月１０日（金）まで

に報告しなければならない。 

 

14 交付決定の取消等 

  本会会長は、団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金交付決

定の取消、又は交付した助成金の全部もしくは一部を返還させることができる。 

⑴ 事業が適正に実施されなかったとき。 

⑵ 事業所要額が助成交付額を下回ったとき。 

⑶ 偽りその他不正な手段により助成を受けたことが判明したとき。 


